
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  コンピュータソフトを使わずに購入した馬券の払戻金     

Ｑ：コンピュータソフトを使わずに購入し

た馬券の払戻金に対する課税について争われ

ている裁判があるそうですが、どのようにな

っているのですか？                                    

                                             

Ａ：次のようになっています。 

【解説】 

以前に、コンピュータソフトを使って購入

した馬券の払戻金が一時所得ではなく雑所得

になり、外れ馬券の購入代金は経費になると

いう判決がありましたが、今度は、コンピュ

ータソフトを使わずに購入した馬券の払戻金

の一時所得該当性、外れ馬券の経費性が争わ

れています。 

この裁判、一審では原告による一連の馬券

の購入が一体の経済的活動の実態を有すると

までは認めることができず、本件競馬所得が

営利を目的とする継続的行為から生じた所得

には該当するものということはできないとし

て一時所得に該当すると判断しましたが、高

裁では、独自のノウハウに基づいて長期間に

わたり、多数回・頻繁に馬券の網羅的な購入

をして、多額の利益を恒常的に上げており、

このような一連の馬券の購入は一体の経済的

活動の実態を有するとして、馬券の払戻金は

雑所得に該当し、外れ馬券は必要経費に該当

すると判断しました。 

国は、最高裁に上告しています。 
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